
第５７回草津市人権・同和教育研究大会にかかる託児について 

 

１ 託児日時 

令和７年８月２日(土) ８時４５分から１２時４５分 

２ 託児場所 

市役所地下１階 女子休養室 

３ 託児対象年齢 

生後６か月以上就学前まで（小学校低学年については要相談） 

４ 託児対象数 

１０名（先着順となります） 

５ 申込方法 

下記連絡先へ電話にてご連絡ください。 

なお、申込期限は７月２４日（木）までですが、以後についても、空状況により

先着順にて案内できる場合がございます。 

６ その他 

・申し込み時に確認する連絡先は、委託業者の代表者にお伝えします。 

・飲み物（水分補給）を必ず持たせてください（熱中症予防のため）。 

・託児場所での食事は原則禁止しております（保育上必要な場合、要相談）。 

・保育上必要な情報については、必ず事前に担当者にお伝えください。 


